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条  例 
                                  （平成21年11月24日掲示済） 
 天理市三島財産区議会設置条例を廃止する条例をここに公布する。 
  平成21年11月24日 
                                 奈良県知事 荒 井 正 吾  
天理市条例第25号 
   天理市三島財産区議会設置条例を廃止する条例 
 天理市三島財産区議会設置条例（昭和30年10月天理市条例第15号）は、廃止する。 
   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 

 
                                  （平成21年11月30日掲示済） 
 天理市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す
る。 
  平成21年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市条例第26号 
   天理市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 
第１条 天理市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成20年９月天理市条例第25 
 号）の一部を次のように改正する。 
  第５条第２項ただし書中「 100分 の 160」とあるのは「 100分 の 175」を「 10 0分 の 150」とあるの 
 は「 10 0分 の 165」に改める。 
第２条 天理市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。 
  第５条第２項ただし書中「 100分 の 140」とあるのは「 100分 の 160」を「 10 0分 の 125」とあるの 
 は「 10 0分 の 145」に改める。 
   附 則 
 この条例は、平成21年12月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成22年４月１日から施行す
る。 

 
                                  （平成21年11月30日掲示済） 
 天理市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  平成21年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市条例第27号 
   天理市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
第１条 天理市特別職の職員の給与に関する条例（昭和29年７月天理市条例第21号）の一部を次のように 
 改正する。 
  第７条ただし書中「 100分の160」とあるのは「 100分の 175」を「 100分の150」とあるのは 
 「 10 0分 の 165」に改める。 
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第２条 天理市特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 
  第７条ただし書中「 100分の140」とあるのは「 100分の 160」を「 100分の125」とあるのは 
 「 10 0分 の 145」に改める。 
   附 則 
 この条例は、平成21年12月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成22年４月１日から施行す
る。 

 
                                  （平成21年11月30日掲示済） 
 天理市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  平成21年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市条例第28号 
   天理市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 
第１条 天理市教育委員会の教育長の給与等に関する条例（昭和47年３月天理市条例第22号）の一部を次 
 のように改正する。 
  第６条ただし書中「 100分の160」とあるのは「 100分の 175」を「 100分の150」とあるのは 
 「 10 0分 の 165」に改める。 
第２条 天理市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 
  第６条ただし書中「 100分の140」とあるのは「 100分の 160」を「 100分の125」とあるのは 
 「 10 0分 の 145」に改める。 
   附 則 
 この条例は、平成21年12月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成22年４月１日から施行す
る。 

 
                                  （平成21年11月30日掲示済） 
 天理市一般職の職員の給与に関する条例及び天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  平成21年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市条例第29号 
   天理市一般職の職員の給与に関する条例及び天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部を 
   改正する条例の一部を改正する条例 
 （天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 
第１条 天理市一般職の職員の給与に関する条例（昭和44年３月天理市条例第４号）の一部を次のように 
 改正する。 
  第10条の３第１項中「次に掲げる職員」を「自ら居住する住宅（貸間を含む｡)を借り受け、月額 
 12,000円を超える家賃（使用料を含む。以下同じ｡)を支払っている職員（市が設置する公舎を貸与され、 
 使用料を支払っている職員その他市長が規則で定める職員を除く｡)」に改め、同項各号を削り、同条第 
 ２項中「掲げる額」の次に「（その額に1 0 0円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）に相 
 当する額」を加え、同項各号を次のように改める。 
  (１) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額 
  (２) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の２分 
   の１（その控除した額の２分の１が16,000円を超えるときは、16,000円）を11,000円に加算した額 
  第20条第２項中「 1 0 0分の1 6 0」を「 1 0 0分の1 5 0」に改め、同条第３項中「 1 0 0分の1 6 0」とある 
 のは「 1 0 0分の85」を「 1 0 0分の1 5 0」とあるのは「 1 0 0分の80」に改める。 
  第21条第２項第１号中「 1 0 0分の75」を「 1 0 0分の70」に改める。 
  別表第１及び別表第２を次のように改める。 
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 別表第３イ及びウを次のように改める。 
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第２条 天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 
  第20条第２項中「 1 0 0分の1 4 0」を「 1 0 0分の1 2 5」に改め、同条第３項中「 1 0 0分の1 4 0」とある 
 のは「 1 0 0分の75」を「 1 0 0分の1 2 5」とあるのは「 1 0 0分の65」に、「 100分の80」を「 1 0 0分の85」 
 に改める。 
  第21条第２項第２号中「、６月に支給する場合においては」及び「、12月に支給する場合においては 
 1 0 0分の40」を削る。 
 （天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 
第３条 天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成18年３月天理市条例第５号） 
 の一部を次のように改正する。 
  附則第７項中「給料月額に」を「給料月額（天理市一般職の職員の給与に関する条例及び天理市一般 
 職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（平成21年11月天理市条例第 
 29号。以下この項において「平成21年改正条例」という｡)の施行の日において平成21年改正条例附則第 
 ２項第１号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の 99.76を乗じて 
 得た額とし、その額に１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする｡)に」に、「職員（」 
 を「もの（」に改める。 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、平成21年12月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成22年４月１日から施行 
 する。 
 （平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置） 
２ 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第１条の規定による改正後の天理市一般職の職員の給与に 
 関する条例第20条第２項（同条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む｡)及び第４項から第 
 ６項まで又は第24条第１項から第３項まで若しくは第６項の規定にかかわらず、これらの規定により算 
 定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という｡)から次に掲げる額の合計額（以下この 
 項において「調整額」という｡)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以 
 上となるときは、期末手当は、支給しない。 
 (１) 平成21年４月１日（同月２日から同年12月１日までの間に職員以外のもの又は職員であって適用 
  される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲 
  げるものであるもの若しくは医療職給料表（１）の適用を受ける職員であるもの以外の職員（以下こ 
  の号及び次号において「減額改定対象職員」という｡)となった者（同年４月１日に減額改定対象職員 
  であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く｡)にあっては、その減額改定対象職員と 
  なった日（当該日が２以上あるときは、当該日のうち市長が定める日））において減額改定対象職員 
  が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び天理市立幼稚園の教育職員の給 
  与等に関する特別措置条例（昭和55年３月天理市条例第１号）第３条第１項に規定する教職調整額の 
  月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数（同年 
  ４月１日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、 
  減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月 
  数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数）を乗じて得た額 

給料表 職務の級 号給 
行政職給料表 １級 １号給から56号給まで 
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２級 １号給から24号給まで 
３級 １号給から８号給まで 
１級 １号給から52号給まで 

教育職給料表 
２級 １号給から44号給まで 
１級 １号給から52号給まで 
２級 １号給から32号給まで 
３級 １号給から16号給まで 

医療職給料表（２） 

４級 １号給から４号給まで 
１級 １号給から56号給まで 
２級 １号給から40号給まで 
３級 １号給から16号給まで 

医療職給料表（３） 

４級 １号給から４号給まで 
 (２) 平成21年６月１日において減額改定対象職員であった者（任用の事情を考慮して市長が定めるも 
  のを除く｡)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額 
 （その他） 
３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 
                                  （平成21年11月30日掲示済） 
 天理市水道局に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例をここに公
布する。 
  平成21年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市条例第30号 
   天理市水道局に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 
 天理市水道局に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年12月天理市条例第35
号）の一部を次のように改正する。 
 第６条の３中「及びその所有に係る住宅（管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む｡)に居住している職
員で管理者が定めるもの」を削る。 
   附 則 
 この条例は、平成21年12月１日から施行する。 

規  則 
                                  （平成21年11月30日掲示済） 
 給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成21年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市規則第20号 
   給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則 
 給料等の支給に関する規則（昭和44年４月天理市規則第６号）の一部を次のように改正する。 
 第５条の６の前の見出しを削り、同条中「第10条の３第１項第１号」を「第10条の第１項」に、「次条
第２号に掲げる住宅」を「職員の扶養親族たる者が所有する住宅（所有権の移転を一定期間保留する契約
により購入した住宅を含む｡)」に改める。 
 第５条の７から第５条の９までを削る。 
 第５条の10第１項中「所有関係等」を「契約関係等」に改め、同条を第５条の７とし、第５条の11を第
５条の８とする。 
 第５条の12第１項中「第５条の10第１項」を「第５条の７第１項」に改め、同条を第５条の９とする。 
 第５条の13第１項中「第５条の10第１項」を「第５条の７第１項」に改め、同条を第５条の10とし、第
５条の14を第５条の11とし、第５条の６の前に見出しとして「（住居手当の支給）｣を付する。 
 第32条第１号中「 100分 の 150」を「 10 0分 の 140」に改め、同条第２号中「６月に支給する場合にお
いては」及び「、12月に支給する場合においては100分の80」を削る。 
 別記様式第３号を次のように改める。 
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 別記様式第４号中「第５条の11関係」を「第５条の８関係」に改める。 
   附 則 
 この規則は、平成21年12月１日から施行する。ただし、第32条第２号の改正規定は、平成22年４月１日
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から施行する。 
 

                                  （平成21年11月30日掲示済） 
 平成18年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。 
  平成21年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市規則第21号 
   平成18年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部を改正する規則 
 平成18年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則（平成18年３月天理市規則
第４号）の一部を次のように改正する。 
 第３条に次の１号を加える。 
 (７) 切替日以降に平成18年改正条例附則第７項の規定による給料を支給される職員でなくなったもの 
  第４条第１項各号列記以外の部分中「もの」の次に「（前条第７号に掲げる職員（第１号に掲げる場 
  合に該当することとなった職員を除く｡)及び第１号に掲げる場合に該当することとなった職員であっ 
  て切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合（切替日 
  以降にこれらの異動が２回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったも 
  のとした場合。同号において同じ｡)に同条第７号に掲げる職員に該当することとなるものを除く｡)」 
  を加え、同項第１号中「（切替日以降にこれらの異動が２回以上あった場合にあっては、切替日の前 
  日にそれらの異動が順次あったものとした場合）」を削り、「相当する額」の次に「（天理市一般職 
  の職員の給与に関する条例及び天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部 
  を改正する条例（平成21年11月天理市条例第29号）の施行の日（以下この項及び次条第１項において 
  「基準日」という｡)において同条例附則第２項第１号に規定する減額改定対象職員（以下この項及び 
  次条第１項において「減額改定対象職員」という｡)である者（基準日の翌日以降に給料表の適用を異 
  にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く｡)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする 
  異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準 
  日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては、当該給料月額に相当する額 
  に100分の99.76を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた 
  額））」を加え、同項第２号及び第３号中「給料月額に相当する額」の次に「（基準日において減額 
  改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の 99.76を乗じて得た額（そ 
  の額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額））」を加え、同項第４号ア中「相当 
  する額」の次に「（基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額 
  に100分の 99.76を乗じて得た額）」を加え、同号イ中「給料月額」の次に「に相当する額（基準日 
  において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の 99.76を乗じて 
  得た額とし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする｡)」を加え、同 
  項第５号中「応じた額」の次に「に100分の 99.76を乗じて得た額」を加え、「当該額」を「当該応 
  じた額に100分の 99.76を乗じて得た額」に、「（その」を「とし、その」に、「額））」を「額と 
  する｡)」に改める。 
 第５条第１項中「、市長」を「市長」に、「額）」を「額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日に 
おいて減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前
日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとな
るものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の 99.76を乗じて得た額とし、その額に１円未満の
端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする｡)」に改め、「なるもの」の次に「（第３条第７号に
掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員
を除く｡ ) 」を加える。 
   附 則 
 この規則は、平成21年12月１日から施行する。 

 
                                  （平成21年11月30日掲示済） 
 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則をここに公布する。 
  平成21年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市規則第22号 
   平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則 
 （減額改定対象職員となった者の改正条例附則第２項第１号の給料等の月額の算定の基準となる日の特 
 例） 
第１条 天理市一般職の職員の給与に関する条例及び天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改 
 正する条例の一部を改正する条例（平成21年11月天理市条例第29号。以下「改正条例」という｡)附則第 
 ２項第１号の任用の事情を考慮して市長が定めるものは、平成21年４月１日から同年12月１日（同月に 



 平成21年12月10日 木曜日        天理市公報 

- 23 - 

 支給する期末手当について改正条例第１条の規定による改正後の天理市一般職の職員の給与に関する条 
 例（昭和44年３月天理市条例第４号）第20条第１項後段又は第24条第６項の規定の適用を受ける職員に 
 あっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という｡)までの期間の全期間が 
 職員（天理市一般職の職員の給与に関する条例（以下「条例」という｡)第23条に規定する職員を除く。 
 以下同じ｡)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間であるものとす 
 る。 
 (１) 企業職員（天理市水道局に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年12月 
  天理市条例第35号）の適用を受ける職員をいう｡) 
 (２) 特別職に属する職員 
 (３) 国家公務員 
 (４) 他の地方公共団体の職員 
２ 改正条例附則第２項第１号の市長が定める日は、平成21年４月２日（同日から基準日までの期間にお 
 いて新たに職員となった日（当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる 
 者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該 
 日を除く｡)がある場合は当該日（当該日が２以上あるときは、当該日のうち最も遅い日））から基準日 
 までの期間における減額改定対象職員（同項第１号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ｡)と 
 なった日のうち最も早い日とする。 
 （在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第２項第１号の月数の算定） 
第２条 改正条例附則第２項第１号の市長が定める期間は、次に掲げる期間とする。 
 (１) 職員として在職しなかった期間（基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であっ 
  て、平成21年４月１日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第１項 
  各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基 
  準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した 
  期間以外のものを含む｡) 
 (２) 休職期間（地方公務員法（昭和25年法律第2 6 1号。以下「法」という｡)第28条第２項の規定によ 
  り休職にされていた期間（給料の全額を支給された期間を除く｡)をいう｡)、専従休職期間（法第55条 
  の２第１項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう｡)、大学院修学休業期間（教育公務員特 
  例法（昭和24年法律第１号）第26条第１項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう｡)、育児 
  休業期間（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第1 1 0号。以下「育児休業法」とい 
  う｡)第２条の規定により育児休業をしていた期間をいう｡)又は育児短時間勤務等期間（育児休業法第 
  10条第１項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間 
  をいう｡) 
 (３) 停職期間（法第29条の規定により停職にされていた期間をいう｡) 
 (４) 天理市職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月天理市条例第２号）第21条、天理市職員の 
  勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年３月天理市条例第３号）第15条第３項若しくは第16条第３ 
  項若しくは家族の介護を行う天理市職員の休業に関する条例（平成13年３月天理市条例第17号）第10 
  条第１項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第１項の規定による許可を得て勤務しなか 
  ったことにより給与を減額された期間 
 (５) 条例第12条の規定により給与を減額された期間 
 (６) 減額改定対象職員以外の職員であった期間 
２ 改正条例附則第２項第１号の市長が定める月数は、平成21年４月から施行日の属する月の前月までの 
 各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。 
 (１) 前項第１号、第２号、第４号又は第６号に掲げる期間のある月 
 (２) 前項第３号又は第５号に掲げる期間のある月（前号に該当する月を除く｡)であって、その月につ 
  いて支給された給料の額が改正条例附則第２項第１号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た 
  額（以下「附則第２項第１号基礎額」という｡)に満たないもの（改正条例附則第２項第２号に掲げる 
  額を調整額に含めない職員） 
第３条 改正条例附則第２項第２号の任用の事情を考慮して市長が定めるものは、平成21年６月１日にお 
 いて減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者（当該期間の 
 全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第１条第１項各号に掲げる者として勤務した期 
 間である者を含む｡)以外の職員とする。 
 （端数計算） 
第４条 附則第２項第１号基礎額又は改正条例附則第２項第２号に掲げる額に１円未満の端数を生じたと 
 きは、これを切り捨てるものとする。 
 （その他） 
第５条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し 
 必要な事項は、市長が定める。 
   附 則 
 （施行期日） 
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１ この規則は、平成21年12月１日から施行する。 
 （平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則の廃止） 
２ 平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則（平成17年11月天理市規則第23号） 
 は、廃止する。 

                                  （平成21年11月６日掲示済） 
天理市告示第2 9 8号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年11月６日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年11月６日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
返還期間 
 (１) 平成21年11月６日から平成22年１月４日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
６ 返還時に必要なもの 
 (１) 印鑑及び自転車等のかぎ並びに住所及び氏名を確認できるもの（運転免許証・学生証・保険証等） 
 (２) 移動・保管費用（１台につき） 
  ァ 移動費 2,000円 
  ィ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 
７ 連絡先 
  天理市自転車等保管施設 電話0743‐62‐7778 
  天理市総務部地域安全課 電話0743‐63‐1001 

 
                                  （平成21年11月９日掲示済） 
天理市告示第2 9 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年11月９日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年11月９日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月９日から平成22年１月７日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第178号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２)返還時間 
   午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

告  示 
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                                  （平成21年11月10日掲示済） 
天理市告示第3 0 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年11月10日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年11月10日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月10日から平成22年１月８日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
(２) 返還時間 
   午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年11月11日掲示済） 
天理市告示第3 0 1号 
 地方公営企業法（昭和27年法律第2 9 2号）第40条の２第１項の規定により、平成21年４月１日から平成
21年９月30日までにおける本市病院事業及び水道事業の業務状況を次のとおり公表する。 
  平成21年11月11日 
                                    天理市長 南  佳 策 
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                                  （平成21年11月11日掲示済） 
天理市告示第3 0 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年11月11日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年11月11日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月11日から平成22年１月９日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
   律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年11月12日掲示済） 
天理市告示第3 0 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年11月12日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年11月12日  
３ 移動対象区域 
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  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月12日から平成22年１月10日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
(２) 返還時間 
   午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年11月13日掲示済） 
天理市告示第3 0 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年11月13日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年11月13日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月13日から平成22年１月11日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年11月13日掲示済） 
天理市告示第3 0 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成21年11月13日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年11月13日  
３ 移動対象区域 
  天理市櫟本町1468番地先放置禁止区域外 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月13日から平成22年１月11日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年11月16日掲示済） 
天理市告示第3 0 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
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の規定により告示する。 
  平成21年11月16日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年11月16日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月16日から平成22年１月14日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
(２)返還時間 
  午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年11月17日掲示済） 
天理市告示第3 0 7号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年11月17日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年11月17日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月17日から平成22年１月15日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年11月18日掲示済） 
天理市告示第3 0 8号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年11月18日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年11月18日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月18日から平成22年１月16日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
(２) 返還時間 



 平成21年12月10日 木曜日        天理市公報 

- 34 - 

   午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年11月19日掲示済） 
天理市告示第3 0 9号 
 平成21年11月２日付けで専決を行った、平成21年度天理市一般会計補正予算（第３号）の要領は、次の
とおりである。 
  平成21年11月19日 
                                   天理市長 南  佳 策  

 
 

                                  （平成21年11月19日掲示済） 
天理市告示第3 1 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年11月19日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
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  平成21年11月19日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月19日から平成22年１月17日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
   律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年11月20日掲示済） 
天理市告示第3 1 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年11月20日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年11月20日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月20日から平成22年１月18日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２ )返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年11月24日掲示済） 
天理市告示第3 1 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年11月24日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年11月24日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月24日から平成22年１月22日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年11月25日掲示済） 
天理市告示第3 1 3号 
   公示送達について 
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 下記の書類を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため送達することができな
いので、介護保険法（平成９年法律第1 2 3号）第1 4 3条の規定により、次のとおり公示送達をする。 
 なお、この公示送達に係る関係書類は、当市介護福祉課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出
があればいつでも交付する。 
  平成21年11月25日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
 送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名 略 
 （注意） 介護保険法第1 4 3条の規定により、公示送達した日から起算して７日を経過したときは、書 
     類の送達があったものとみなす。 

 
                                  （平成21年11月25日掲示済） 
天理市告示第3 1 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年11月25日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年11月25日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月25日から平成22年１月23日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年11月25日掲示済） 
天理市告示第3 1 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成21年11月25日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年11月25日 
３ 移動対象区域 
  天理市杣之内町山口方8 1 3番地１先放置禁止区域外 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月25日から平成22年１月23日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年11月26日掲示済） 
天理市告示第3 1 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
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車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年11月26日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年11月26日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月26日から平成22年１月24日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年11月27日掲示済） 
天理市告示第3 1 7号 
 平成21年第４回天理市議会定例会を、次のとおり招集する。 
  平成21年11月27日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
１ 期 日  平成21年12月４日 
２ 場 所  天理市役所議事場 

 
                                  （平成21年11月27日掲示済） 
天理市告示第3 1 8号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
平成21年11月27日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年11月27日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月27日から平成22年１月25日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年11月30日掲示済） 
天理市告示第3 1 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
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２ 移動日 
  平成21年11月30日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年11月30日から平成22年１月28日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年12月１日掲示済） 
天理市告示第3 2 0号 
 国土調査法（昭和26年法律第1 8 0号）による地籍調査を実施するので、同法第７条の規定により次のと
おり告示する。 
  平成21年12月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 国土調査として事業計画が公示された年月日 平成21年12月１日 
２ 調査を実施する者の名称 天理市 
３ 調査地域 天理市川原城町及び山田町の各一部の地域 
４ 調査期間 平成21年12月１日 
       平成22年３月31日 

 
                                  （平成21年12月１日掲示済） 
天理市告示第3 2 1号 
 天理市自転車等駐車場条例（平成13年９月天理市条例第31号）第13条第１項の規程により、有効期限を
過ぎて放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条第２項の規定により告示する。 
  平成21年12月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 撤去理由 
  自転車等駐車場に有効期限を過ぎて放置されていたため。 
２ 撤去日 
  平成21年12月１日 
３ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年12月１日から平成22年５月31日まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭 
  和23年法律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後５時まで 
４ 返還時に必要なもの 
 (１) 印鑑及び自転車等のかぎ並びに住所及び氏名を確認できるもの。（運転免許証・学生証・保険証等） 
 (２) 延滞期間に応じた駐車料金 
５ 連絡先 
  天理市開発公社 電話 0743‐63‐7210 
  天理市総務部地域安全課 電話 0743‐63‐1001 

 
                                  （平成21年12月２日掲示済） 
天理市告示第3 2 2号 
 屋外広告物法(昭和24年法律第1 8 9号）第８条の規定により、下記のとおり違反広告物を保管したので
告示する。 
  平成21年12月２日 
                                   天理市長 南  佳 策  

整理 
番号 

名称 種類 
数
量 

設置場所 除却日 保管開始日 

保
管
場
所 
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１ コウシン不動産 はり札 ２ 田部町 
２ ならまち不動産 はり札 ６ 岩室町・丹波市町・田町 

Ｈ21．９．11 Ｈ21．９．11 

立看板 ２ 
はり札 １ ３ 日成ホーム 
立看板 ３ 

櫟本町 

はり札 ５ 
４ アパマン 

広告旗 ２ 
櫟本町 

はり札 21 
５ メモリーホーム 

ラック ３ 
東井戸堂町・前栽町・櫟
本町・田部町・三昧田町 

６ 三貴ホームサービス はり札 ８ 前栽町・櫟本町 

はり札 ４ 
７ 理創住販 

広告旗 １ 
九条町・三昧田町 
永原町 

Ｈ21．11．18 Ｈ21．11．18 

市
役
所
地
下
駐
車
場 

連絡先 天理市建設部都市計画課 （0743‐63‐1001） 
 

                                  （平成21年12月２日掲示済） 
天理市告示第3 2 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年12月２日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年12月２日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年12月２日から平成22年１月30日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年12月３日掲示済） 
天理市告示第3 2 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
平成21年12月３日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年12月３日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年12月３日から平成22年１月31日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 
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                                  （平成21年12月４日掲示済） 
天理市告示第3 2 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
平成21年12月４日 
                       天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年12月４日  
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年12月４日から平成22年２月１日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

                                  （平成21年11月19日掲示済） 
天理市公告第38号 
 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定により、農用地利用集積計画を定
めたので、同法第19条の規定により公告する。 
  平成21年11月19日 
                                   天理市長 南  佳 策  
 なお、その関係書類を天理市環境経済部農林課に備え置いて縦覧に供する。 

 
                                  （平成21年11月24日掲示済） 
天理市公告第39号 
   指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定について 
 平成21年９月29日付をもって下記の者を、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サ
ービス事業所として指定したので、介護保険法（平成９年法律第1 2 3号）第78条の11及び第1 1 5条の20
の規定により公告する。 
  平成21年11月24日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
事業所番号 ２９７０３００４９３ 
名称 グループホーム なごやか 
所在地 大和郡山市北郡山町3 1 0番地 

名称 医療法人藤和会 藤村病院 
主たる事務所の所在地 大和郡山市北郡山町1 0 4‐３ 
代表者の氏名 藤村 昌史 

申請者 

代表者の住所 大和郡山市堺町１ 
指定年月日 平成21年９月29日 

サービスの種類 
認知症対応型共同生活介護 
介護予防認知症対応型共同生活介護 

 
                                  （平成21年12月１日掲示済） 
天理市公告第40号 
   一般競争入札について 
 次のとおり一般競争入札に付すので、天理市契約規則（昭和40年８月天理市規則第22号）第３条の規定
により公告する。 

公  告 
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  平成21年12月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  
第１ 工事概要 
 (１) 工 事 名 都市水環境整備事業汚水管布設工事(特第３・23工区) 
 (２) 工事場所 天理市小路町 
 (３) 工事概要 工事延長                       Ｌ＝64 4 . 2ｍ 
         低耐荷力泥水二工程推進工ＶＰΦ2 0 0    Ｌ＝15 5 . 8ｍ 
         鋼管さや管ボーリング推進工ＳＰΦ3 0 0 Ｌ＝4 . 1ｍ 
         開削工ＶＵΦ2 0 0                  Ｌ＝48 4 . 3ｍ 
         開削工（サービス管）Φ2 0 0        Ｌ＝15 3 . 1ｍ 
         マンホール工             32基 
         ます設置工                    44箇所 
         付帯工                    一式 
 (４) 工  期 平成22年３月25日まで 
 (５) 予定価格 75,423,60 0円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む｡) 
 (６) 最低制限価格 65,663 ,850円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む｡) 
第２ 競争参加資格 
 (１) 本市に建設工事入札参加資格申請書を提出している土木工事の資格を有する建設業者（市内に本 
  店又は営業所（建設業法（昭和24年法律第1 0 0号）第３条第１項に規定するもののうち本店を除いた 
  ものであって、かつ、当該営業所が本市に対する入札参加資格を有する者に限る｡)を有するもの）で 
  あって、次の(２)から(４)に掲げる条件をすべて満たし、この工事に係る競争入札参加資格の確認を 
  受けたものであること。 
 (２) 次の条件をすべて満たしていること。 
  ① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第1 6 7条の４の規定に該当しない者であること。 
  ② 建設業法第15条の規定による特定建設業の許可を、土木工事業について受けている者であること。 
  ③ 経営規模等評価結果（審査基準日が、本入札参加資格確認申請書の提出締切日より１年７ヶ月前 
   までの直近のもの）における土木一式工事の総合評定値を有する者であること。 
  ④ 本市が平成21年７月１日に発表した建設工事請負業者格付表（平成21年度）において土木一式工 
   事の格付がＡ１等級に位置づけされている者であること。 
  ⑤ 本競争入札参加資格確認時点及び本件の開札日までの間において、本市より指名停止措置を受け 
   ていない者であること。 
  ⑥ 本工事の仕様書に対する質問を、書面（様式は自由とする。以下「質問書」という｡)により提出 
   した者であること。 
  ⑦ 本市に対して不誠実な行為のない者であること。 
 (３) 次の条件を満たす配置予定技術者をこの工事を行う期間中、専任で配置できること。 
  ① 一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者 
  ② 入札の申し込みのあった日以前に３ヶ月以上の雇用関係にある者 
  ③ 監理技術者にあっては、土木工事業の「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習終了証」の 
   交付を受けている者又はこれに準ずる者 
 (４) 次に掲げる設計業務の受託者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。 
    名称 ㈱西日本設計 
    住所 大阪市天王寺区寺田町２‐５‐14（奈良事務所 奈良市西木辻町1 2 1‐２‐5 0 1） 
第３ 入札手続等 
 (１) 担当部課 〒6 3 2‐8555 天理市川原城町6 0 5番地 天理市役所 総務部総務課 入札審査室 
    電話番号 0743‐63‐1001 内線 3 3 2 
 (２) 入札説明書の交付期間及び場所 
  ① 交付期間 平成21年12月１日（火）から平成21年12月８日（火）までの土曜日、日曜日及び国民 
   の祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く｡)。 
  ② 交付場所 第３(１)に同じ。 
第４ 競争参加資格の確認等 
 本競争の参加希望者は、第２に掲げる競争資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請書
及び競争参加資格確認資料を下記のとおり提出し、市長から競争参加資格のあることの確認を受けなけれ
ばならない。 
 (１) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出 
  ① 提出期間 平成21年12月１日（火）から平成21年12月８日（火）までの土曜日、日曜日及び国民 
   の祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く｡)。 
  ② 提出場所 第３(１)に同じ。 
  ③ 提出部数  各１部 
  ④ 提出方法 持参すること。 
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  ⑤ 作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 
第５ 仕様書公開の日時及び場所 
 (１) 日時 平成21年12月１日（火）から平成21年12月８日（火）までの土曜日、日曜日及び国民の祝 
  日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く｡)。 
 (２) 場所 第３(１)に同じ。 
 (３) 仕様書に対する質問書は、質疑の有無にかかわらず、下記期限までに提出するものとする。 
  ① 質問書提出期限  平成21年12月９日（水）午後５時 
  ② 質問書提出場所  第３(１)に同じ。 
  ③ 質問書提出方法  質問書の提出は、持参によることとし、郵送、宅配便等による送付又は電送に 
   よるもの等は認めません。 
 (４) 質問書に対する回答は、平成21年12月14日（月）に回答書を発送するとともに、総務課入札審査 
  室にて閲覧に供します。 
第６ 入札の方法 
 (１) 競争参加資格者は、天理市建設工事執行規則（昭和48年２月天理市規則第４号）第８条に規定す 
  る入札書に必要事項を記入し、記名押印した上で、日本郵便郵便事業株式会社天理支店留の一般書留 
  郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により指定された到着期限までに郵便により提出しなければ 
  ならない。 
 (２) 入札書の郵送に際しては、封筒は二重封筒とし、中封筒に入札書１通を入れ封かんし、表側に工 
  事名及び入札者名を記載した上で、外封筒に入れなければならない。 
 (３) 外封筒の表面に開札日、工事名、住所又は所在、商号又は名称、代表者氏名等の必要事項を記入 
  した郵便入札送付票を貼付しなければならない。 
 (４) 前各項に規定する方法により入札書を送付しなかったとき又は入札書が到着期限日までに到着し 
  なかったときは、入札を辞退したものとみなす。 
第７ 入札書の到着期限日及び送付先 
 (１) 到 着 期 限 日 平成22年１月６日（水） 
 (２) 入札書の送付先 日本郵便郵便事業㈱天理支店 留 天理市役所総務部総務課入札審査室 行 
第８ 開札日時及び場所 
 (１) 日時 平成22年１月７日（木）午前９時30分から 
 (２) 場所 天理市川原城町6 0 5番地 天理市役所３階 3 3 4会議室 
第９ 落札者の決定方法 
 (１) 入札の回数は、１回とする。 
 (２) 天理市契約規則第６条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の入札書記 
  載金額を提示し、かつ、最低制限価格を下回らない有効な入札を行った者を落札者とする。決定後、 
  落札者にその旨を通知するとともに、入札結果は総務課入札審査室で公表する。 
   落札者となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定す 
  るものとする。 
第10 その他 
 (１) 入札保証金及び契約保証金 
  ① 入札保証金 免除 
  ② 契約保証金 金額については、請負代金額の10分の１以上とし、保証方法等詳細については、天 
   理市建設工事執行規則第13条に規定する契約書に定めるとおりとする。 
 (２) 入札の無効 
   本入札説明書に規定した競争参加資格が認められていない者のなした入札、第２に定める競争参加 
  資格がない者のなした入札、第６に定める入札の方法によらない入札、本市に対し虚偽の記載をした 
  申請書又は資料を提出した者のなした入札並びに仕様書及び天理市建設工事郵便入札試行要領におい 
  て示した入札条件等に違反した入札は無効とする。 
 (３) 入札中止条件 
   この入札手続執行途中で、入札参加可能者が３者未満となったとき又は入札開札時に入札参加者が 
  ３者未満となったときは、その段階で入札手続又は入札を中止する。 
第11 入札公告の掲示場所 天理市役所 掲示場 
第12 問い合わせ先 天理市役所総務部総務課入札審査室 電話番号 0743‐63‐1001 内線 3 3 2 

 
                                  （平成21年12月１日掲示済） 
天理市公告第41号 
   一般競争入札について 
 次のとおり一般競争入札に付すので、天理市契約規則（昭和40年８月天理市規則第22号）第３条の規定
により公告する。 
  平成21年12月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  
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第１ 工事概要 
 (１) 工 事 名 都市水環境整備事業汚水管布設工事(特第60工区) 
 (２) 工事場所 天理市遠田町 
 (３) 工事概要 工事延長                      Ｌ＝55 9 . 5ｍ 
         開削工ＶＵΦ2 0 0                Ｌ＝96.0ｍ 
         低耐荷力圧入二工程推進工ＶＰΦ2 0 0 Ｌ＝46 3 . 5ｍ 
         マンホール工            12基 
         ます設置工                  ３箇所 
         付帯工                  一式 
 (４) 工  期 平成22年３月25日まで 
 (５) 予定価格 67,331,250円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む｡) 
 (６) 最低制限価格 58,675,050円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む｡) 
第２ 競争参加資格 
 (１) 本市に建設工事入札参加資格申請書を提出している土木工事の資格を有する建設業者（市内に本 
  店又は営業所（建設業法（昭和24年法律第1 0 0号）第３条第１項に規定するもののうち本店を除いた 
  ものであって、かつ、当該営業所が本市に対する入札参加資格を有する者に限る｡)を有するもの）で 
  あって、次の(２)から(４)に掲げる条件をすべて満たし、この工事に係る競争入札参加資格の確認を 
  受けたものであること。 
 (２) 次の条件をすべて満たしていること。 
  ① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第1 6 7条の４の規定に該当しない者であること。 
  ② 建設業法第15条の規定による特定建設業の許可を、土木工事業について受けている者であること。 
  ③ 経営規模等評価結果（審査基準日が、本入札参加資格確認申請書の提出締切日より１年７ヶ月前 
   までの直近のもの）における土木一式工事の総合評定値を有する者であること。 
  ④ 本市が平成21年７月１日に発表した建設工事請負業者格付表（平成21年度）において土木一式工 
   事の格付がＡ１等級に位置づけされている者であること。 
  ⑤ 本競争入札参加資格確認時点及び本件の開札日までの間において、本市より指名停止措置を受け 
   ていない者であること。 
  ⑥ 本工事の仕様書に対する質問を、書面（様式は自由とする。以下「質問書」という｡)により提出 
   した者であること。 
  ⑦ 本市に対して不誠実な行為のない者であること。 
 (３) 次の条件を満たす配置予定技術者をこの工事を行う期間中、専任で配置できること。 
  ① 一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者 
  ② 入札の申し込みのあった日以前に３ヶ月以上の雇用関係にある者 
  ③ 監理技術者にあっては、土木工事業の「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習終了証」の 
   交付を受けている者又はこれに準ずる者 
 (４) 次に掲げる設計業務の受託者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。 
    名称 ㈱大建技術コンサルタンツ  
    住所 大阪市淀川区西宮原１‐８‐24（奈良営業所 奈良市北永井町3 4 1‐12） 
    名称 ㈱日建技術コンサルタント 
    住所 大阪市中央区谷町６丁目４‐３（奈良事務所 奈良市鳥見町１‐16‐14） 
第３ 入札手続等 
 (１) 担当部課 〒6 3 2‐8555 天理市川原城町6 0 5番地 天理市役所 総務部総務課 入札審査室 
    電話番号 0743‐63‐1001 内線 3 3 2 
 (２) 入札説明書の交付期間及び場所 
  ① 交付期間 平成21年12月１日（火）から平成21年12月８日（火）までの土曜日、日曜日及び国民 
   の祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く｡)。 
  ② 交付場所 第３(１)に同じ。 
第４ 競争参加資格の確認等 
 本競争の参加希望者は、第２に掲げる競争資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請書
及び競争参加資格確認資料を下記のとおり提出し、市長から競争参加資格のあることの確認を受けなけれ
ばならない。 
 (１) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出 
  ① 提出期間 平成21年12月１日（火）から平成21年12月８日（火）までの土曜日、日曜日及び国民 
   の祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く｡) 
  ② 提出場所 第３(１)に同じ。 
  ③ 提出部数  各１部 
  ④ 提出方法 持参すること。 
  ⑤ 作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 
第５ 仕様書公開の日時及び場所 
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 (１) 日時 平成21年12月１日（火）から平成21年12月８日（火）までの土曜日、日曜日及び国民の祝 
   日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く｡) 
 (２) 場所 第３(１)に同じ。 
 (３) 仕様書に対する質問書は、質疑の有無にかかわらず、下記期限までに提出するものとする。 
  ① 質問書提出期限  平成21年12月９日（水）午後５時 
  ② 質問書提出場所  第３(１)に同じ 
  ③ 質問書提出方法  質問書の提出は、持参によることとし、郵送、宅配便等による送付又は電送に 
   よるもの等は認めません。 
 (４) 質問書に対する回答は、平成21年12月14日（月）に回答書を発送するとともに、総務課入札審査 
  室にて閲覧に供します。 
第６ 入札の方法 
 (１) 競争参加資格者は、天理市建設工事執行規則（昭和48年２月天理市規則第４号）第８条に規定す 
  る入札書に必要事項を記入し、記名押印した上で、日本郵便郵便事業株式会社天理支店留の一般書留 
  郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により指定された到着期限までに郵便により提出しなければ 
  ならない。 
 (２) 入札書の郵送に際しては、封筒は二重封筒とし、中封筒に入札書１通を入れ封かんし、表側に工 
  事名及び入札者名を記載した上で、外封筒に入れなければならない。 
 (３) 外封筒の表面に開札日、工事名、住所又は所在、商号又は名称、代表者氏名等の必要事項を記入 
  した郵便入札送付票を貼付しなければならない。 
 (４) 前各項に規定する方法により入札書を送付しなかったとき又は入札書が到着期限日までに到着し 
  なかったときは、入札を辞退したものとみなす。 
第７ 入札書の到着期限日及び送付先 
 (１) 到 着 期 限 日 平成22年１月６日（水） 
 (２) 入札書の送付先 日本郵便郵便事業㈱天理支店 留 天理市役所総務部総務課入札審査室 行 
第８ 開札日時及び場所 
 (１) 日時  平成22年１月７日（木） 午前10時10分から 
 (２) 場所 天理市川原城町6 0 5番地 天理市役所３階 3 3 4会議室 
第９ 落札者の決定方法 
 (１) 入札の回数は、１回とする。 
 (２)  天理市契約規則第６条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の入札書記 
  載金額を提示し、かつ、最低制限価格を下回らない有効な入札を行った者を落札者とする。決定後、 
  落札者にその旨を通知するとともに、入札結果は総務課入札審査室で公表する。 
   落札者となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定す 
  るものとする。 
第10 その他 
 (１) 入札保証金及び契約保証金 
  ① 入札保証金 免除 
  ② 契約保証金 金額については、請負代金額の10分の１以上とし、保証方法等詳細については、天 
   理市建設工事執行規則第13条に規定する契約書に定めるとおりとする。 
 (２) 入札の無効 
   本入札説明書に規定した競争参加資格が認められていない者のなした入札、第２に定める競争参加 
  資格がない者のなした入札、第６に定める入札の方法によらない入札、本市に対し虚偽の記載をした 
  申請書又は資料を提出した者のなした入札並びに仕様書及び天理市建設工事郵便入札試行要領におい 
  て示した入札条件等に違反した入札は無効とする。 
 (３) 入札中止条件 
   この入札手続執行途中で、入札参加可能者が３者未満となったとき又は入札開札時に入札参加者が 
  ３者未満となったときは、その段階で入札手続又は入札を中止する。 
第11 入札公告の掲示場所 天理市役所 掲示場 
第12 問い合わせ先 天理市役所総務部総務課入札審査室 電話番号 0743‐63‐1001 内線 3 3 2 

 
                                  （平成21年12月２日掲示済） 
天理市公告第42号 
 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第８条第１項の規定に基づき定めた天理農業
振興地域整備計画は、同法第13条の規定に基づき変更したので、同条第４項において準用する同法第12条
第１項の規定に基づき公告し、当該変更後の農業振興地域整備計画書の写しを同法第13条第４項において
準用する同法第12条第２項の規定に基づき、次のとおり縦覧に供する。 
  平成21年12月２日 
                                  天理市長 南  佳 策  
１ 変更後の農業振興地域整備計画書写しの縦覧場所 
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  天理市役所環境経済部農林課 天理市川原城町605番地 

教育委員会 
                                  （平成21年11月26日掲示済） 
天教告示第17号 
 平成21年12月２日午前９時30分から12月定例教育委員会を天理市役所に招集する。 
  平成21年11月26日 
                                   天理市教育委員会 
                                   委員長 北 田 良 嗣  

農業委員会 
                                  （平成21年11月９日掲示済） 
天農委告示第12号 
 平成21年11月９日午後２時開催の天理市農業委員会につき、議事内容を次のように変更する。 
  平成21年11月９日 
                                    天理市農業委員会 
                                    会長 川 口 和 良  
（変更前） 
議案第１号 農地法（昭和27年法律第2 2 9号）第３条に関する許可申請について 
議案第２号 農地法第４条に関する許可申請について 
議案第３号 農地法第５条に関する許可申請について 
議案第４号 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 
議案第５号 その他 
（変更後） 
議案第１号 農地法第（昭和27年法律第2 2 9号）３条に関する許可申請について 
議案第２号 農地法第５条に関する許可申請について 
議案第３号 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 
議案第４号 その他 

 
                                  （平成21年11月27日掲示済） 
天農委告示第13号 
 平成21年12月３日午後２時から、下記事項を付議するため天理市農業委員会を天理市役所に招集する。 
平成21年11月27日 
                                    天理市農業委員会 
                                    会長 川 口 和 良  

記 
議案第１号 農地法（昭和27年法律第2 2 9号）第３条に関する許可申請について 
議案第２号 農地法第４条に関する許可申請について 
議案第３号 農地法第５条に関する許可申請について 
議案第４号 農地法第３条第２項第５号の規定に基づく別段面積の設定について 
議案第５号 その他 

選挙管理委員会 
                                  （平成21年10月18日掲示済） 
天選告示第60号 
 平成21年10月18日執行の天理市長選挙の当選人の住所及び氏名は、次のとおりである。  
  平成21年10月18日 
                                   天理市選挙管理委員会 
                                   委員長 堀 内 靖 介  

住       所 氏    名 
奈良県天理市三島町365番地 南   佳  策 

 
                                  （平成21年10月18日掲示済） 
天選告示第61号 
 平成21年10月18日執行の天理市議会議員補欠選挙の当選人の住所及び氏名は、次のとおりである。  
  平成21年10月18日 
                                   天理市選挙管理委員会 
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                                   委員長 堀 内 靖 介  
住       所 氏    名 

奈良県天理市川原城町344番地 山 本 治 夫 
 

                                  （平成21年11月５日掲示済） 
天選告示第62号 
 公職選挙法（昭和25年法律第1 0 0号）第23条第１項及び第30条の７第１項の規定により、平成21年12月
３日から同月７日までの間、縦覧に供する選挙人名簿に登録した者の氏名及び住所等を記載した書面並び
に在外選挙人名簿に登録した者の氏名及び経由領事官の名称等を記載した書面の縦覧場所は、次のとおり
である。 
  平成21年11月５日 
                                   天理市選挙管理委員会 
                                   委員長 堀 内 靖 介  
縦覧場所 天理市川原城町6 0 5番地 天理市役所内 天理市選挙管理委員会事務局 

 
                                  （平成21年12月２日掲示済） 
天選告示第63号 
 公職選挙法（昭和25年法律第1 0 0号）第1 8 9条第１項の規定により提出された平成21年10月18日執行
の天理市長選挙候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出に関する報告書の要旨
は、次のとおりである。 
  平成21年12月２日 
                                   天理市選挙管理委員会 
                                   委員長 堀 内 靖 介 
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                                  （平成21年12月２日掲示済） 
天選告示第64号 
 公職選挙法（昭和25年法律第1 0 0号）第1 8 9条第１項の規定により提出された平成21年10月18日執行
の天理市議会議員補欠選挙候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出に関する報
告書の要旨は、次のとおりである。 
  平成21年12月２日 
                                   天理市選挙管理委員会 
                                   委員長 堀 内 靖 介  
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                                  （平成21年12月２日掲示済） 
天選告示第65号 
 平成21年12月２日現在における地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項並び
に市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第４条第１項及び第５条第１項に規定する
選挙権を有する者の総数の50分の１の数並びに同法第４条第11項及び第５条第15項に規定する選挙権を有
する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第76条第１項第80条第１項、第81条第１項及び第86条第１
項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第1 6 2号）第８条第１項に規定する選
挙権を有する者の総数の３分の１の数は、次のとおりである。 
  平成21年12月２日 
                                   天理市選挙管理委員会  
                                   委員長 堀 内 靖 介  
50分の１の数 1 , 0 6 9 人 
６分の１の数 8 , 9 0 9 人 
３分の１の数 17,817 人 

公営企業 

天理市水道局管理規程第３号 
 天理市水道局に勤務する企業職員の給与及び旅費に関する規程（昭和42年４月天理市水道ガス部管理規
程第６号）の一部を次のように改正する。 
  平成21年11月30日 
                                   天理市水道事業代表者  
                                   天理市長 南  佳 策  
 別表を次のように改める。 
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   附 則 
 この規程は、平成21年12月１日から施行する。 

 
天理市水道局管理規程第４号 
 天理市水道局に勤務する企業職員の給与及び旅費に関する規程の一部を改正する規程（平成18年３月天
理市水道局管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 
  平成21年11月30日 
                                   天理市水道事業代表者  
                                   天理市長 南  佳 策  
 附則第５項中「給料月額に」を「給料月額（天理市水道局に勤務する企業職員の給与及び旅費に関する
規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程（平成21年11月天理市水道局管理規程第２号。以下この
規程において「平成21年改正規程」という。）の施行の日において平成21年改正規程附則第２項第１号に
規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の 99.76を乗じて得た額とし、そ
の額に１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。）に」に、「職員には」を「ものには」
に改める。 
    
   附 則 
 （施行期日） 
１ この規程は、平成21年12月１日から施行する。 
 （平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置） 
２ 平成21年12月に支給する期末手当の額は、天理市一般職の職員の給与に関する条例及び天理市一般職 
 の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（平成21年11月天理市条例第29 
 号）第１条の規定による改正後の天理市一般職の職員の給与に関する条例第20条第２項（同条第３項の 
 規定により読み替えて適用する場合を含む｡)及び第４項から第６項まで又は第24条第１項から第３項ま 
 で若しくは第６項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額（以下この項にお 
 いて「基準額」という｡)から次に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」という｡)に相当す 
 る額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しな 
 い。 
 (１) 平成21年４月１日（同月２日から同年12月１日までの間に職員以外のもの又は職員であって適用 
  される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲 
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  げるものであるもの以外の職員（以下この号及び次の号において「減額改定対象職員」という｡)とな 
  った者にあっては、その減額改定対象職員となった日において減額改定対象職員が受けるべき給料、 
  管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から 
  施行日の属する月の前日までの月数（同年４月１日から施行日の前日までの期間において、在職しな 
  かった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員に 
  あっては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数）を乗じて得た額 

給料表 職務の級 号給 
１級 １号給から56号給まで 
２級 １号給から24号給まで 企業職給料表 
３級 １号給から８号給まで 

 (２) 平成21年６月１日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手 
  当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額 
 （その他） 
３ 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 


